
４
．
「
幻
の
村
」
山
谷

さ

ん

や

村
の
証
明

柿
か

き

木
の

き

領
八
ヶ
村
の
確
立

秦
野

秀
明

『
武
蔵

む

さ

し

国
の
く
に

郡
村
誌

ぐ

ん

そ

ん

し

』
東
方

ひ
が
し
か
た

村
の
項
に
、

「
正
保

し
ょ
う
ほ
う

中
改
定
の
田
園

で

ん

え

ん

簿ぼ

を
閲

え

っ

す
る
に
近
傍

き

ん

ぼ

う

に
山
谷
村
を
載の

せ
り
今
是こ

れ
を
□
る
に
本
村
の
内
西
南
の
方

僅
わ
ず
か

に
小
区
域
を
な
し
て
尚
字

あ

ざ

名
に
其
称
を
残
せ
り
尤

も
っ
と
も

其
併
せ
し
年
歴
を

詳
つ
ま
び
ら
か

に
せ
す
」（
1
）

と
の
記
述
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
旧
山
谷
村
に
関
す
る
代
表
的
な
研
究
・
調
査
と
し
て
、

①
佐
藤

久
夫
（
一
九
九
三
）（
2
）

に
よ
る
旧
山
谷
村
の
年
歴
（
来
歴
）
を
詳

つ
ま
び

ら
か
に
し
た
研
究
成
果
の
発
表

②
加
藤

幸
一
（
二
〇
〇
七
）（
3
）

に
よ
る
旧
山
谷
村
を
含
む
川
柳
地
区
の
石
仏
の
悉
皆

し

っ

か

い

調
査
の
調
査
結
果
の
発
表

の
「
２
点
」
が
あ
り
ま
す
。

加
藤
（
二
〇
〇
七
）（
3
）

の
調
査
結
果
で
は
、
本
論
考
に
お
い
て
重
要
な
「
金

き

ん

石
文

せ

き

ぶ

ん

」
と
な
る
現
上

う

わ

谷や

稲
荷
神

社
「
元
禄

げ

ん

ろ

く

八
年
（
一
六
九
五
）
塞
神
改
刻

さ

い

の

か

み

か

い

こ

く

・
青
面

し
ょ
う
め
ん

金
剛
像

こ

ん

ご

う

ぞ

う

庚
申
塔

こ

う

し

ん

と

う

」
に
刻
ま
れ
た
「
山
谷
村
」
の
文
字
に
つ
い
て
、

「
※
「
山
谷
村
」
の
文
字
が
見
ら
れ
る
が
、「
上
谷

う

わ

や

村
」
の
刻
み
違
い
か
。」

と
の
「
疑
義
」
が
呈
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

六
年
後
の
二
〇
一
三
年
十
一
月
、
両
者
の
研
究
成
果
・
調
査
結
果
に
対
し
て
触
れ
る
機
会
を
得
た
筆
者
は
、
加
藤

氏
に
よ
っ
て
「
疑
義
」
が
呈
さ
れ
た
「
山
谷
村
」
の
文
字
こ
そ
が
、
佐
藤
氏
の
研
究
成
果
を
証
明
・
補
強
す
る
「
金

石
文
」
で
あ
る
旨
を
加
藤
氏
に
お
伝
え
致
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
加
藤
氏
の
調
査
結
果
の
「
改
訂
版
」
で
あ
る
加

藤
（
二
〇
一
五
）（
4
）

の
完
成
へ
と
導
く
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

筆
者
は
、
加
藤
（
二
〇
〇
七
）（
3
）

の
調
査
結
果
で
あ
る
「
山
谷
村
」
の
文
字
が
見
ら
れ
る
「
金
石
文
」
の
重
要

性
を
説
く
た
め
に
は
、
佐
藤
（
一
九
九
三
）（
2
）

の
研
究
成
果
で
あ
る
「
柿
木
領
八
ヶ
村
」
の
確
立
へ
の
言
及
な
く

し
て
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
視
点
か
ら
、「
幻
の
村
」
山
谷
村
の
証
明
を
試
み
た
論
考
を
「
冊
子
版
」
と
し
て
発
表

致
し
ま
し
た
。

（
※
「
冊
子
版
」
は
、「
展
示
コ
ー
ナ
ー
」
の
「
受
付
」
に
て
配
布
致
し
て
お
り
ま
す
）。

以
下
は
、
そ
の
「
冊
子
版
」
の
「
結
び
に
代
え
て
」
の
記
述
と
な
り
ま
す
。

佐
藤
（
一
九
九
三
）（
2
）

に
よ
る
旧
山
谷
村
の
年
歴
（
来
歴
）
を
詳

つ
ま
び

ら
か
に
し
た
研
究
成
果
で
は
、

史
料
上
で
確
認
で
き
る
も
の
と
し
て
、

①

寛
永
十
八
年
（
一
六
四
一
）
二
月
十
四
日
（

5
）

か
ら

③

元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
二
月
（

6
）

の
前
後
ま
で

の
約
57
年
間
が
、「
山
谷
村
」
の
存
在
し
た
期
間
と
な
り
ま
す
。

佐
藤
（
一
九
九
三
）（
2
）

の
研
究
成
果
と
し
て
「
推
定
」
さ
れ
た
524
石
余
（
東
方
村

太
兵
衛
分
・
山
谷
村
）
の

知
行
地
（
交
換
後
は
忍
藩
領
）
と
、
527
石
余
（
伊
原
村
）
の
忍
藩
領
（
交
換
後
は
幕
府
領
）
の
「
交
換
」
は
、
後
に

「
忍
藩
柿
木
領
八
ヶ
村
」
と
呼
ば
れ
る
村
々
が
再
編
さ
れ
確
立
し
て
い
く
際
の
出
来
事
で
し
た
。

そ
の
再
編
・
確
立
の
結
果
と
し
て
消
滅
し
た
村
が
他
な
ら
ぬ
「
山
谷
村
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
元
禄
十
一
年
（
一
六

九
八
）
二
月
前
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
す
。

そ
し
て
、「
山
谷
村
」
が
消
滅
す
る
二
年
余
ほ
ど
前
に
建
立
さ
れ
た
現
上
谷
稲
荷
神
社
「
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）

塞
神
改
刻
・
青
面
金
剛
像
庚
申
塔
」
に
「
山
谷
村
」
と
刻
ま
れ
た
「
金
石
文
」
は
、「
山
谷
村
」
が
「
幻
の
村
」
で

は
な
く
、
現
越
谷
市
内
に
確
か
に
存
在
し
た
と
い
う
明
白
な
証
拠
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、「
忍
藩
柿
木
領

八
ヶ
村
」
が
確
立
す
る
前
夜
の
歴
史
を
示
す
貴
重
な
保
存
す
べ
き
遺
産
で
も
あ
る
の
で
す
。

注

（
1
）
埼
玉
県
編
（
一
九
五
四)

『
武
蔵
国
郡
村
誌

第
十
一
巻
』
埼
玉
県
立
図
書
館
、
八
五
頁

（
2
）
佐
藤

久
夫
（
一
九
九
三
）『
日
光
道
中
江
戸
近
郊
の
宿
駅
と
文
化
』
竹
頭
社
、
四
九
〇
～
五
三
三
頁

（
3
）
加
藤

幸
一
（
二
○
〇
七)

『
川
柳
地
区
の
村
々
の
石
仏
』（
自
家
製
）、（
解
説
文

五
頁
目
）

（
4
）
加
藤

幸
一
（
二
○
一
五
）『
改
訂
版
・
川
柳
地
区
（
伊
原
・
上
谷
・
麦
塚
）
石
仏
』
五
・
一
七
頁

http://koshigayahistory.org/150908_kawayanagi.pdf

（
5
）
佐
藤
（
一
九
九
三
）
前
掲
書
、
四
九
〇
・
四
九
六
頁

（
6
）
佐
藤
（
一
九
九
三
）
前
掲
書
、
四
九
八
・
四
九
九
頁



○

慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）
～
三
年
（
一
六
五
〇
）

『
武
蔵
（
正
保
）
田
園
簿
』

小
野

久
内

知
行

山
谷
村

一

高

132
石
3
斗
0
升
3
合

内

田
方

88
石
2
斗
0
升
1
合

畑
方

44
石
1
斗
0
升
2
合
（

11
）

伊
奈

半
十
郎

御
代
官
所

東
方
村

孫
左
衛
門
分

一

高

502
石
0
斗
2
升
9
合

内

田
方

372
石
6
斗
3
升
7
合

畑
方

129
石
3
斗
9
升
2
合
（

12
）

伊
奈

半
十
郎

御
代
官
所

東
方
村

太
兵
衛
分

一

高

391
石
7
斗
9
升
4
合

内

田
方

257
石
4
斗
8
升
8
合

畑
方

134
石
3
斗
0
升
6
合

此
分
ヶ

伊
奈

半
十
郎

御
代
官
所

324
石
0
斗
9
升
7
合

小
野

久
内

知
行

67
石
6
斗
9
升
7
合
（

12
）

伊
奈

半
十
郎

御
代
官
所

伊
原
村

一

高

527
石
3
斗
7
升
9
合

内

田
方

454
石
7
斗
9
升
1
合

畑
方

72
石
5
斗
8
升
8
合
（

11
）

䢨

小
野

久
内

知
行
（

200

石
の
内
）

䢨

小
野

久
内

知
行
（

200

石
の
内
）

↑ 「正保国絵図」に描かれた「山谷村」

（『東京市史稿 市街篇 第6巻 附録』より引用・加筆）

「
正
保
年
中
改
定
図
」
に
描
か
れ
た
「
山
谷
村
」

（『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
巻
之
百
九
十
九

埼
玉
郡
之
一
）

（
復
刻
版

蘆
田

伊
人
編
（
一
九
六
三
）

『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
第
十
巻

雄
山
閣

八
〇
頁
））
よ
り
引
用
・
加
筆

䢫

䢩
「
山
谷
村
」
と
刻
ま
れ
た
「
金
石
文
」

（
二
〇
一
八
・
四
・
二
〇

筆
者
撮
影
）



○

寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
二
月
八
日

幕
府
領

①
東
方
村

孫
左
衛
門
分
502
石
0
斗
2
升
9
合
、

幕
府
領

②
伊
原
村
527
石
3
斗
7
升
9
合
、

幕
府
領

③
柿
木
村

④
麦
塚
村

⑤
千
疋
村

⑥
別
府
村

⑦
四
条
村

⑧
南
百
村

⑨
見
田
方
村

が
同
時
に
、「
忍
藩
領
（
柿
木
領
九
ヶ
村
）」
と
な
る
。

『
厳
有
院
殿
御
実
紀
』
巻
二
十
五
、『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
1369
巻
か
ら
佐
藤

久
夫
氏
の
推
定
。（
15
）

○

元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
二
月

小
野

次
つ

ぐ

興
お

き

（
次

つ

ぐ

隆
た

か

の
子
、
次
顯

つ

ぐ

あ

き

の
弟
）

、
埼
玉
郡
の
采
地
を
下
総
国
香
取
郡
の
内
に
移
さ
れ
る
。

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
1369
巻
（

22
）

設
楽

勘
左
衛
門

能
久

知
行

Ａ
①
東
方
村

太
兵
衛
分
324
石
0
斗
9
升
7
合
、

小
野

久
内

知
行

Ａ
②
東
方
村

太
兵
衛
分
67
石
6
斗
9
升
7
合
、

小
野

久
内

知
行

Ａ
③
山
谷
村
132
石
3
斗
0
升
3
合

Ａ
①
＋
Ａ
②
＋
Ａ
③
の
計
で
あ
る
524
石
0
斗
9
升
7
合

と
、

忍
藩
領

Ｂ
①
伊
原
村
527
石
3
斗
7
升
9
合

を
「
交
換
」
し
た
結
果
、

忍
藩
領

①
東
方
村

孫
左
衛
門
分
502
石
0
斗
2
升
9
合
＋
Ａ
①
＋
Ａ
②
＋
Ａ
③
（
524
石
0
斗
9
升
7
合
）

の
合
計
で
あ
る
1
千
26
石
1
斗
2
升
6
合
と
な
り
、

②
柿
木
村

③
麦
塚
村

④
千
疋
村

⑤
別
府
村

⑥
四
条
村

⑦
南
百
村

⑧
見
田
方
村

と
合
わ
せ
て
、「
忍
藩
領
（
柿
木
領
八
ヶ
村
）」
と
な
る
。

『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
東
方
村
・
伊
原
村
か
ら
佐
藤

久
夫
氏
の
推
定
。（
23
）

注
（
11
）
北
島

正
元

校
訂
（
一
九
七
七
）『
武
蔵
田
園
簿
（
日
本
史
料
選
書
）
⑮
』
近
藤
出
版
社
、
一
四
八
頁

（
12
）（
11
）『
武
蔵
田
園
簿
（
日
本
史
料
選
書
）
⑮
』
一
五
〇
頁

（
15
）
佐
藤
（
一
九
九
三
）『
日
光
道
中
江
戸
近
郊
の
宿
駅
と
文
化
』
竹
頭
社
、
四
七
六
～
四
七
九
頁

（
22
）
佐
藤
（
一
九
九
三
）
前
掲
書
、
四
九
八
・
四
九
九
頁

（
23
）
佐
藤
（
一
九
九
三
）
前
掲
書
、
四
七
六
～
五
〇
二
頁

『
武
蔵
（
正
保
）
田
園
簿
』

の
「
石
高
」
を
基
に
す
る
と
、

䢨

524

石
余
と
、

䢨

527

石
余
の
「
交
換
」

䢫
「
柿
木
領
」
が
「
九
ヶ
村
」
で
し
た
！

䢫
「
柿
木
領
」
が
「
八

ヶ
村
」
に
な
り
ま
し
た
！

『元禄郷帳』
（国⽴公⽂書館

デジタルアーカイブ
より引用）↓

佐
藤
（
一
九
九
三
）
の
研
究
成
果
で
は
、

①
東
方
村

孫
左
衛
門
分

502

石

0

斗

2

升

9

合
が
、

寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
二
月
八
日
に
、

「
忍
藩
柿
木
領
」
と
な
っ
た
と
「
推
定
」
し

そ
の
「
推
定
」
の
是
非
が
、

「
柿
木
領
」
が
「
九
ヶ
村
」
で
あ
っ
た
の
か

ま
た
は
「
八
ヶ
村
」
で
あ
っ
た
の
か

の
「
分
か
れ
目
」
と
な
り
ま
す
。
䢫

『
元
禄
郷
帳
』

の
「
石
高
」
を
基
に
す
る
と
、

537

石
余
と
、

䢪

577

石
余
の
「
交
換
」

䢪

寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
四
月
五
日

「
阿
部

忠
秋
宛

徳
川

家
綱

領
知
目
録
」

に
は
、「
東
方
村
」
の
記
載
は
無
い
の
で
、

寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
二
月
八
日

䢪

時
点
で
も
、「
柿
木
領
」
は
「
八
ヶ
村
」

で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
で
す
。（
筆
者
）



※ 加藤 幸一氏作成の「絵図」を引用して加筆

↑「忍藩 柿⽊領 八ヶ村」（□で囲う）と「幕府領 伊原村」（○で囲う） ↑ 現 上谷稲荷神社「元禄⼋年（1695）
塞神改刻・⻘⾯⾦剛像庚申塔」

（２００８・７・２３ 筆者撮影）


